
規

則 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
号 

 
 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
卒
業
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
学
校
教
育
法
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

専
門
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
十
一
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。 

（
学
校
評
価
） 

第
三
十
条 

学
院
は
、
学
校
教
育
法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
教
育

水
準
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
学
院
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
院
の
教
育
、
組
織
及
び

運
営
並
び
に
施
設
及
び
設
備
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ

の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

学
院
は
、
前
項
に
規
定
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
学
院
に
係
る
教
育
に
関
し
知
見
を
有
す
る
者

そ
の
他
の
学
院
の
関
係
者
（
学
院
の
職
員
を
除
く
。
）
に
よ
る
評
価
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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